
施設の愛称
いちょうプラザ(駅西地域交流セン
ター)、古河はなもも体育館(中央運動
公園総合体育館)、古河公

くぼう

方公園(古河総
合公園)、燦

さん

SUN館(三和図書館資料館)

総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　℡48-6881～3
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申
込
・
問　

健
康
づ
く
り
課　

℡
４
８
‐
６
８
８
２

指
定
難
病
患
者
医
療
福
祉
助
成
金

　
上
半
期(

平
成
30
年
２
月
～
８
月)

分

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間　

９
月
３
日(

月)

～
28
日

(

金)申
請
場
所　

障
が
い
福
祉
課
、

市

民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口

室対
象　
市
内
在
住
で
、
保
健
所
で
指
定

難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
、
医
療
費
の
自
己
負
担
が
あ
る
人

(

小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
は
対
象
外)

支
給
額
　
指
定
難
病
特
定
医
療
費
の
自

己
負
担
額(

月
額
上
限
４
千
円
。
ま
た
、

マ
ル
福
該
当
者
は
、
制
度
利
用
後
の
自

己
負
担
額
が
基
準)

持
参
物　
①
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受

給
者
証(

写
し
可
・
有
効
期
間
が
申
請

月
分
の
も
の)

②
医
療
機
関
・
薬
局
の

発
行
す
る
領
収
書
［
公
費
分(

指
定
難

病
分)

の
金
額
が
分
か
る
も
の
］
③
自

己
負
担
上
限
額
管
理
票
④
認
め
印
⑤
金

融
機
関
の
通
帳(

新
規
・
変
更
の
人
の

み)問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

��
市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館

■
中
央
運
動
公
園
温
水
プ
ー
ル

期
間　
９
月
３
日(
月)

～
７
日(

金)

問　
中
央
運
動
公
園
温
水
プ
ー
ル

℡
９
２
‐
９
０
０
０

■
古
河
福
祉
の
森
会
館

期
日
　
９
月
22
日(

土)

・
23
日(
日)

問
　

健
康
づ
く
り
課

■
篆て

ん

刻こ
く

美
術
館
・
古
河
街
角
美
術
館

期
日　
９
月
27
日(

木)

・
28
日(

金)

問　
古
河
街
角
美
術
館

℡
２
２
‐
５
９
１
１

■
古
河
東
公
民
館
・
古
河
図
書
館

期
日
　
９
月
30
日(

日)

問　

古
河
東
公
民
館
℡
３
２
‐

５
５
３
３
、
古
河
図
書
館
℡
３
２
‐

５
２
９
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の
た

め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定
場
所
以
外

で
交
付
希
望
の
場
合
は
、
事
前
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

日
時　
10
月
14
日(

日)

８
時
30
分
～
12
時

場
所　

市
民
総
合
窓
口
室

問　

市
民
総
合
窓
口
室

循
環
バ
ス
「
ぐ
る
り
ん
号
」

無
料
の
日

　
ぐ
る
り
ん
号
を
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
う
Ｐ
Ｒ
活
動
と
し
て
、
無
料
運
行

を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

期
日　
10
月
13
日(

土)

・
14
日(

日)

、

11
月
３
日(

土
・
祝)

・
４
日(

日)
対
象　
全
コ
ー
ス
・
全
便

問　

総
務
課

「
第
３
次
古
河
市
健
康
づ
く
り
基
本

計
画
」
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査

　
地
域
の
健
康
課
題
や
市
民
の
皆
さ
ん

の
健
康
に
関
す
る
意
識
を
把
握
す
る
た

め
、
市
民
意
識
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
票
が
届
い
た
人
は
回
答
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

発
送
時
期　
９
月(

予
定)

対
象　
市
内
在
住
の
男
女
５
５
０
０
人

(

住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
抽
出)

※
回
答
内
容
は
、
調
査
の
目
的
以
外
に

使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

健
康
づ
く
り
課

10
月
15
日
～
21
日
は

行
政
相
談
週
間
で
す

　
「
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
壊
れ
そ
う
で
危

険
」
な
ど
困
っ
て
い
る
こ
と
、
望
ん
で

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
総
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
４
人
の
行
政
相
談

員
が
随
時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

行
政
相
談
員(

敬
称
略)

鈴
木
悦
子(

け
や
き
平)

℡
４
７
‐

１
０
８
１
、
青
木
充(

下
大
野)

℡
９
２

‐
１
７
４
５
、
渡
邊
誠
一(

上
辺
見)

℡

３
２
‐
６
２
８
０
、
倉
本
仁
司(

尾
崎)

℡
７
６
‐
５
５
０
０

申
込
・
問　

市
民
総
合
窓
口
課

古
河
地
区

特
定
健
康
診
査
・
が
ん
検
診

　
新
た
に
希
望
す
る
人
は
、
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
過
去
２
年
間
に
受
診
し
た

人
に
は
、
９
月
下
旬
に
通
知
を
発
送
し

ま
す
。

期
日　
10
月
16
日(

火)

・
17
日(

水)

・

19
日(

金)

～
22
日(

月)

・
29
日(

月)

～

31
日(

水)

、
11
月
4
日(

日)

～
9
日

(

金)

・
28
日(

水)

～
30
日(

金)

、
12
月

1
日(

土)

受
付
時
間　
７
時
～
10
時
30
分

場
所　
古
河
福
祉
の
森
会
館

対
象　
市
内
在
住
の
30
歳
以
上(

検
診

項
目
は
年
齢
と
健
康
保
険
の
種
類
に
よ

り
異
な
り
ま
す)

健
診
項
目　
特
定
健
康
診
査
、
健
康
診

査
、
が
ん
検
診(

胃
・
肺
・
大
腸
・
前

立
腺)

、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

※
詳
細
は
、「
平
成
30
年
度
古
河
市
特

定
健
康
診
査
・
が
ん
検
診
日
程
表
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
特
定
健
康
診
査(

40
歳
～
75
歳
未
満)

は
、
受
診
券
と
健
康
保
険
証
が
必
要
で

す
。
健
康
保
険
の
種
類
に
よ
り
集
団
検

診
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　

健
康
づ
く
り
課

℡
４
８
‐
６
８
８
２

三
和
地
区
子
宮
頸け
い
が
ん
集
団
検
診

　
新
た
に
希
望
す
る
人
は
、
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
過
去
２
年
間
に
受
診
し
た

人
に
は
、
９
月
中
旬
に
通
知
を
発
送
し

ま
す
。

期
日　
10
月
１
日(

月)

～
４
日(

木)

・

18
日(

木)

・
19
日(

金)

・
22
日(

月)

・

23
日(

火)

・
25
日(

木)

・
26
日(

金)

※
10
月
３
日
は
託
児
サ
ー
ビ
ス
あ
り

(

無
料
・
要
予
約)

。

受
付
時
間　
12
時
30
分
～
13
時

場
所　
三
和
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
女
性

費
用　
千
円(

70
歳
以
上
は
無
料)

認
定
農
業
者
の
申
請
受
け
付
け

　
こ
の
制
度
は
、
農
業
経
営
を
計
画
的

に
改
善
し
よ
う
と
す
る
農
業
者
が
、
５

年
後
を
目
標
と
し
た
農
業
経
営
改
善
計

画
を
作
成
し
て
市
に
申
請
し
、
計
画
が

認
定
さ
れ
た
場
合
、
認
定
農
業
者
と
し

て
、
市
・
農
協
等
関
係
機
関
が
一
体
と

な
っ
て
支
援
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　
農
業
経
営
に
意
欲
の
あ
る
農
業
者
や

経
営
所
得
安
定
対
策
の
畑
作
物
の
直
接

支
払
交
付
金
お
よ
び
収
入
減
少
影
響
緩

和
対
策
を
希
望
す
る
農
業
者
は
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

10
月
１
日(

月)

～
31
日

(

水)問　

農
政
課

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更

申
出
書
の
受
け
付
け

　
農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、
農
地
以

外
で
の
土
地
利
用
を
計
画
し
て
い
る
人

は
、
農
地
転
用
許
可
以
前
に
申
出
書
を

提
出
し
、
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

受
付
期
間　

10
月
１
日(

月)

～
31
日

(

水)※
次
回
の
受
け
付
け
は
平
成
31
年
４
月

を
予
定
。

申
込
・
問　

農
政
課

　まちづくりについて市長と意見交換をしま
せんか？　古河市が抱える課題について、市
民の皆さんと率直な意見交換を行い、市民参
加のまちづくりを進めます。
　なお、お住まいの地区の開催日にご参加く
ださい。皆さんの参加をお待ちしています。
問　 企画課

　「市長と語ろう　まちづくり」の参加者を募集します

時間　19時～20時30分
テーマ　防災
定員　各会場100人(先着)
申込　住所、氏名、電話番号、参加希望日を
記入の上、申し込み
〒306-0291古河市下大野2248　企画課宛て
℡92-3111　 92-3088

kikaku@city.ibaraki-koga.lg.jp

開催日 対象地区 場所 申込期限
  9月28日(金) 第2地区・第3地区・第6地区 古河東公民館   9月21日(金)

10月  3日(水) 第1地区・第5地区 はなももプラザ
  9月26日(水)

10月  9日(火) 第4地区・第7地区 古河福祉の森会館

10月16日(火) 第8地区・第14地区 総和庁舎第2庁舎 10月  2日(火)

10月22日(月) 第12地区・第13地区 とねミドリ館
10月  9日(火)

10月25日(木) 第9地区・第10地区・第11地区 ユーセンター総和

11月  1日(木) 第19地区 三和農村環境改善センター
10月18日(木)

11月  6日(火) 第 15 地区・第 16 地区・第 17 地区・
第 18 地区 三和地域交流センター(三和庁舎3階)

11月13日(火) 第20地区 下内農村集落センター 10月30日(火)


